
　水稲及び麦の耕作面積の合計が10ａ以上の農家は加入できます。
　ただし、水稲の耕作面積が一定面積（30ａ～25ａ）以上の農家、麦の耕作面積が10ａ以上
は、必ず加入することになっています。（当然加入制）
　なお、加入に当たっては、個々の農業者（個人又は法人）のほか、一定の要件（注）を備
えた特定農業団体、農業生産組織もその組織単位（農業共済資格団体）で加入できます。

　農家が加入方式・補償割合を選択できます。

対象となる作物は 水稲・麦（大麦・小麦）

加入できるのは

加入できる方式と内容は

（注）一定の要件：次の３つの要件を満たしていれば生産組織単位で加入できます。
　　　　　　　　　（果樹共済、畑作物共済も同じ）
　　　　　　　　　①  構成員が組合の区域内に住所を有している。
　　　　　　　　　②  利益の配分を構成員が共同して行っている。
　　　　　　　　　③  掛金の分担、共済金の分配方法が組織の規約によって定められている。

当然加入基準面積
25ａ
30ａ

組　　合　　名
磐　井、東南部、宮古地域、岩手北部
盛岡地域、岩手中部、胆江地域
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１．　基準収穫量とは、その年の天候が平年並みで肥培管理も通常どおりに行われた場合に期待される収量で、被害を全く
受けないことを想定した「被害なかりせば収量」ではなく、平年的な減収が含まれたものをいいます。

２．　全相殺方式の基準収穫量は、１と同様に設定しますが、「施設計量結果等数量」が得られる場合には、原則として、
過去５カ年間の農業協同組合等の「施設計量結果等数量」を基に設定します。

　　　この「施設計量結果等数量」は、乾燥調整施設（カントリーエレベーター・ライスセンター）における計量結果及び
農業協同組合等業者へ紙袋により出荷された自家調整米の数量のことをいいます。

　　　なお、「施設計量結果等数量」が５カ年に満たない場合には、農政事務所公表の市町村別単収等のデータで欠落年を
補完します。過去の出荷量データが得られない場合は、収量等級で基準収穫量を設定します。

　　　損害評価において、計量結果数量、出荷数量のデータが得られない場合には、実測（刈り取りによる評価）の方法に
よって収穫量を調査します。

３．　品質方式・災害収入共済方式は、原則として過去５カ年間の農業協同組合等の出荷伝票等により収穫量及び生産金額
が確認でき、今後も農業協同組合等に出荷する見込みのある農家となります。

　　　基準生産金額とは、農家個々の生産金額（生産所得）のことで、過去5カ年間の規格別出荷数量の平均で求められます。
　　　収穫量及び生産金額の確認のための出荷伝票等が5カ年に満たない場合には、農政事務所公表の市町村別単収等の
データ及び農業協同組合の産地銘柄ごとの出荷規格別の平均割合を基に欠落年を補完します。

区　分 仕　組　み 補　償　内　容 特　　　　色

一 　 筆

方   式

半 相 殺

方 　 式

耕地一筆ごとに
引受け、一筆ご
との減収に応じ
て支払う方式

農家ごとに引受
けて、農家ごと
の減収に応じて
共済金を支払う
方式

・補償割合は農家ごとに７割、６割、
５割のうち、いずれか一つを選択で
きます。
・複数の耕地（筆）のうち、一筆でも
基準収穫量（注１参照）の3割、4割、
5割を超える被害があれば共済金が
支払われます。

・補償割合は農家ごとに８割、７割、
６割のうち、いずれか一つを選択で
きます。
・農家ごとに２割、３割、４割を超
える被害があれば共済金が支払われ
ます。
・増収の筆があった場合は、基準収穫
量で計算されます。

・共済金を受け取る機会は
農家単位方式より多くな
ります。
・大きな災害では半相殺、
全相殺方式より補償が少
なくなります。

・一筆方式に比べて大災害
には有利な補償が受けら
れます。
・損害評価は減収と見込ま
れる全ての筆を評価する
必要があります。
・局所的な災害では支払対
象にならない場合があり
ます。

全 相 殺

方   式

農家ごとに引受
けて、農家ごと
の減収に応じて
共済金を支払う
方式

・補償割合は農家ごとに９割、８割、
７割のうち、いずれか一つを選択
できます。
・農家ごとに収穫量（筆ごとの減収・
増収は相殺する）が基準収穫量の
１割、２割、３割を超える被害が
あれば共済金が支払われます。

・半相殺方式より大災害時には
有利な補償が受けられます。
（９割の場合）

・損害評価は主として、ほ場の
見回り調査のほか、乾燥調
整施設（カントリーエレベー
ター・ライスセンター）に
よる計量結果数量の伝票調
査で行います。

　　自家調整米については、客
観資料が得られる出荷数量
調査を行います。（注２参照）

◆加入方式・補償割合

（注）

・品質低下も含めた最も有
利な補償内容です。（カ
メムシ・麦の赤カビ病な
どの被害。）
・損害評価は主として、見
回り調査の他、農協等の
出荷伝票により得られる
生産金額で確認します。

　（注3参照）

品質方式
（水稲）

災害収入
共済方式
（麦）

農家ごとに引受
けて、農家ごと
の減収又は品質
の低下に伴う生
産金額（生産所
得）の減少に応
じて共済金を支
払う方式

・補償割合は農家ごとに、９割、８割、
７割のいずれかを最高として、最低６
割までの範囲内で選択できます。
・農家ごとに収穫量が基準収穫量を下回
り、かつ、過去の規格別出荷実績から
得られる基準生産金額の９割、８割、
７割に満たない場合に支払対象となり
ます。
・選択した割合が９割、８割、７割を
下回っている場合は、共済金が、選択
割合／最高割合（９割、８割、７割）
の割合で減額されます。
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共済金額（契約補償額）は

選択補償割合

選択補償割合
半相殺 全相殺

最高割合 最低割合

加入する方式ごとに、次により計算されます。

一筆方式

半相殺方式・全相殺方式

品質方式・麦災害収入共済方式

�¢�Þ�•�w�,	j	)�­�”�·���™���Â�£�·�y�µ�p�h�“�A�¨ �¢�«�£

�¢�ö�H�w�,	j	)�­�”�·���™���Â�¢�x���™���Â�£�·�y�µ�p�h�“�A�¨ �¢�«�£

　水稲・小麦・大麦ごとに、過去の出荷実績から得られる基準生産金額の９割、８割、
７割のいずれかを最高補償割合とし、最高割合から最低割合の範囲内で農家が選択した
金額となります。
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　㎏当たり価格（補償単価）は、県ごとに主食用米と加工用米の1㎏当たり価格をそれぞれ生産量で加
重平均し、その平均価格を限度に定められております。
　なお、麦共済については、農業者戸別所得補償制度の実施に伴い、畑作物の所得補償交付金の数量
払に加入する農業者とそれ以外の方では補償単価が異なります。数量払に加入する農業者は、数量払
に相当する分の数量単価が加味されます。

（注）

本田移植期（直播の場合は発芽期）から収穫するまでの期間となります。
ただし、通常の乾燥期間に限って圃場で乾燥中のものも含まれます。

発芽期から収穫するまでの期間となります。

　風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因（地震及び噴火を含みます。）に
よる災害、火災、病虫害及び鳥獣害となります。
　水稲の品質方式・麦の災害収入共済方式にあっては、減収に加えて品質の低下に伴
う生産金額の減少も含まれます。

　毎年農林水産省より２つ以上の価格が示され、農家の選択により㎏当たり価格を１
つ選択できます。

対象となる災害は

補償される期間は

�µ当たり価格（補償単価）は

麦

水　稲

����


